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第１回 横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理者選定委員会 会議録 

開催日時 令和３年４月 21日（水） ９時 57分～10時 45 分 

開催場所 保土ケ谷区役所３階 302会議室 

出 席 者 
<委 員>  大久保委員、金子委員、志村委員、橘委員、福村委員（以上５名） 

<事務局>  椎葉課長、李係長、佐藤、田村（以上４名） 

欠 席 者 なし 

開催形態 公開（傍聴者：５） ※５(1)以後、非公開 

内  容 

１ 開会 

２ 選定委員の紹介 

３ 委員長の選出 

４ 指定管理者制度及び指定管理者選定委員会について 

５ 議題 

(1) 会議の公開・非公開について 

(2) 評価の最低基準について 

(3) 公募要項（案）について 

ア 公募スケジュール 

イ 地域コーディネート機能 

ウ 評価基準項目 

エ 施設概要 

オ 指定管理業務仕様書及び特記仕様書 

カ その他 

６ その他連絡事項 

７ 閉会 

決定事項 

３ 委員長の選出について 

(1) 定足数について 

   上記委員５名中、５名全員が出席し、横浜市保土ケ谷区地区センター選定委員会要

綱第７条第３項の規定を満たしており、本委員会は成立した。 

 (2) 委員長及び委員長職務代理者の選出について 

横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理者選定委員会要綱第６条第１項及び第６

条第３項の規定に基づき、委員長に志村委員、委員長職務代理者に福村委員が選出さ

れた。 

 

議題 

５(1) 会議の公開・非公開について 

ア 第１回選定委員会については、評価の最低基準、公募要項案の内容についての審

議は非公開とする。 

イ 第２回選定委員会については、応募団体を除き、応募団体のプレゼンテーション

及び質疑応答は公開とし、委員の評価記入及び審議は非公開とする。 

(2) 評価の最低基準について 

ア 評価基準項目の 60％を最低基準とする。 

(3) 公募要項（案）について 

   概ね原案のとおりとする。 

 

〇 その他連絡事項 
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(1) 選定委員会の議事録については事務局で作成し、委員長が内容確認後、ホームペー

ジ等で公開する。 

(2) 本選定に関しての応募団体との接触は禁止とする。 

意見等 

１ 評価の最低基準について 

 ・委 員：最低基準の 60％というのは標準なのか。 

 ・事務局：そのとおりである。 

２ 地域コーディネート機能について 

  ・委 員：製作者が保土ケ谷区役所地域振興課他となっているが、これは保土ケ谷区

独自の取組なのか。 

  ・事務局：区独自の取組だが、保土ケ谷区をモデルとして 18 区で広めていけたらと考

える。 

  ・委 員：今回の公募にあたり、事務局として気を付けているポイント、評価にあた

って留意したい点は何か。 

  ・事務局：実際の提案でガイドラインの趣旨に沿った取組などを提案できるかどうか

が一つのポイントであると考える。 

資料・ 

特記事項 

資料 

１ 横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理者選定委員会 委員名簿 

２ 指定管理者制度について 

３ 横浜市地区センター条例（抜粋） 

４ 横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理者選定委員会運営要綱 

５ 横浜市保土ケ谷区地区センターの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱 

６ 会議の公開・非公開について 

７ 評価の最低基準について 

８ 横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理者公募要項（案） 

９ 地区センター・コミュニティハウスにおける地域コーディネートガイドライン 

10 地区セン・コミハの地域を支えるポイントブック 

11 地域コーディネートを評価するにあたってのポイント 

12 評価基準項目（地区センター、コミュニティハウス、スポーツ会館） 

13 横浜市保土ケ谷区地区センター指定管理業務    仕様書、別紙１・２ 

14(1) 横浜市ほどがや地区センター指定管理業務   特記仕様書、別紙１～３ 

 (2)  横浜市西谷地区センター指定管理業務     特記仕様書、別紙１～３ 

(3) 横浜市初音が丘地区センター指定管理業務   特記仕様書、別紙１～３ 

(4) 横浜市今井地区センター指定管理業務     特記仕様書、別紙１～３ 

(5) 横浜市桜ケ丘コミュニティハウス指定管理業務 特記仕様書、別紙１～３ 

(6)  横浜市権太坂コミュニティハウス指定管理業務 特記仕様書 別紙１～３ 

(7) 横浜市瀬戸ケ谷スポーツ会館指定管理業務   特記仕様書、別紙１～３  

特記事項 

１ 第２回選定委員会の日程は、委員の予定を調整して決定する。 

２ 本日の議事についての情報、資料の取扱いには注意する。 

 

        


